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舞鶴市健康増進計画策定懇話会委員を募集舞鶴市健康増進計画策定懇話会委員を募集舞鶴市健康増進計画策定懇話会委員を募集

　平成24年度に策定した本市の健康づくりの指針となる舞
鶴市健康増進計画の見直しについて、市民の皆さんの意見を
いただく懇話会の委員を募集。任期は来年３月まで。

【対象】市内在住の18歳以上で、平日の日中に年３回程度開催する懇
話会に出席できる人

【募集人数】２人
【謝礼】懇話会１回10,000円
【選考方法】健康づくり課で選考
【申し込み方法】５月19日㈮までに住所、氏名、年齢、性別、職
業、電話と応募の理由（400字程度、様式自由）を郵送かファ
クス、または持参で同課へ。
▶詳しくは、同課（☎65・0065、FAX  62・0551）へ。

木造空き家住宅の除却を補助木造空き家住宅の除却を補助木造空き家住宅の除却を補助

老朽化などによる危険な空き家の除却費用の一部を補助。
【対象】

❖国の基準で不良住宅と判断されるもの
❖舞鶴市都市計画区域内の木造住宅で個人が所有するもの　など

【補助率】対象経費の３分の１(上限30万円）
【募集戸数】10戸（多数の場合抽選、募集戸数に達しない場合
募集期間後は先着受け付け）

【申し込み方法】５月31日㈬までに専用用紙（都市計画課に備
え付け。市ホームページからダウンロード可）に空き家と土
地の所有者が確認できる書類や見積書などを添えて都市計
画課へ持参。
▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

工業統計調査にご協力を工業統計調査にご協力を工業統計調査にご協力を

平成29年６月１日を調査時点として、製造業を営む事業所
を対象に「工業統計調査」を実施。５月中旬から調査員が対象
事業所を訪問しますので、ご回答をお願します。

同調査は、経済産業省が府や市区町村を通じて行い、我が国
の工業の実態を明らかにするもので、調査結果は、国や地方公
共団体の行政施策の重要な基礎資料として利用されます。
▶詳しくは、総務課（☎66・1044）へ。

平成28年度版 環境白書を発行平成28年度版 環境白書を発行平成28年度版 環境白書を発行

　舞鶴市環境基本計画に基づき、市が実施している施策やそ
の進捗状況、市域の大気や水質、廃棄物など環境の状況を紹
介する「舞鶴の環境～平成28年度版環境白書」（Ａ４判、40㌻）
を発行しました。生活環境課、市政情報コーナー、西支所、加
佐分室、東・西図書館、大浦・城南会館、各公民館で無料配布。
市ホームページにも掲載。
▶詳しくは、生活環境課（☎66・1064）へ。

木造住宅の耐震改修に助成木造住宅の耐震改修に助成木造住宅の耐震改修に助成

　災害に強いまちづくりを進めるため、市内にある木造住宅
の耐震診断や耐震改修に係る費用の一部を助成。
　対象住宅は昭和56年５月31日以前に建てられ、延べ面積の２
分の１以上を居住に使用しているもの。申し込みは、専用用紙に
必要書類を添付し、いずれも５月31日㈬までに都市計画課へ。

《耐震診断士を派遣》
❖募集戸数…５戸（多数の場合抽選、募集戸数に達しない場
合募集期間後は先着受け付け）❖負担額…3,000円❖提出書
類…自己診断書、登記事項証明書などの建築年の分かる書類

《耐震改修費用の助成（本格改修型）》
❖対象工事…改修後の評点が1.0以上となる耐震改修設計や
耐震改修工事❖募集戸数…２戸（多数の場合抽選、募集戸数
に達しない場合募集期間後は先着受け付け）❖助成金額…対
象工事費の４分の３（限度額90万円）❖提出書類…耐震診断
結果報告書、工事などの見積書、改修内容の分かる書類など

《耐震改修費用の助成（簡易改修型）》
❖対象工事…屋根の軽量化、耐震壁の増設、床面の補強、基礎
の改修、その他耐震性が向上する工事❖募集戸数…７戸（多
数の場合抽選、募集戸数に達しない場合募集期間後は先着受
け付け）❖助成金額…対象工事費の４分の３（限度額30万円）
❖提出書類…工事の見積書、改修内容の分かる書類など

《耐震改修費用の助成（耐震シェルター設置）》
❖対象工事…必要な構造耐力を有すると認めた耐震シェル
ターの設置（その他要件あり）❖募集戸数…２戸（多数の場合
抽選、募集戸数に達しない場合募集期間後は先着受け付け）
❖助成金額…対象工事費の４分の３（限度額30万円）
❖提出書類…工事の見積書、改修内容の分かる書類など
▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

はつらつ度アンケート調査の結果まとまるはつらつ度アンケート調査の結果まとまるはつらつ度アンケート調査の結果まとまる

高齢者の生活状況の把握や地域の実態に合った介護予防の取
り組みを検討するため、筑波大大学院と共同で昨年11月に実施
した「はつらつ度アンケート」調査の結果がまとまりました。

結果はアンケート回答者には４月上旬に郵送済。市ホーム
ページにも掲載。
▶詳しくは、高齢者支援課（☎66・1018）へ。

市営駐輪場の放置自転車を整理市営駐輪場の放置自転車を整理市営駐輪場の放置自転車を整理

JR東・西舞鶴駅の市営駐輪場に長期間放置されている自
転車と原動機付自転車を次のとおり整理します。７月３日㈪
までに所有者から返還の申し出がない場合は処分します。

❖５月１日㈪…調査札を取り付け
❖５月９日㈫…注意札を取り付け
❖５月24日㈬…警告札を取り付け
❖６月１日㈭…警告札付き自転車等を移動

▶詳しくは、土木課（☎66・1053）へ。

特定健康診査対象者に受診券を送付（要申し込み）特定健康診査対象者に受診券を送付（要申し込み）特定健康診査対象者に受診券を送付（要申し込み）

　40～74歳の国民健康保険加入者を対象に特定健康診査を
実施。対象者に５月下旬に受診券を送付します。受診時には
必ず受診券と保険証、問診票を持参してください。

【日時・場所】❖６～７月は、市内の医療機関で実施（医療機関
への直接申し込みが必要）❖８～12月は、保健センターなど
で集団検診を実施（要申し込み）
▶詳しくは、保険医療課(☎66・1106)か西支所保健福祉係

（☎77・2253）へ。

里山環境の改善に取り組む地域団体を募集里山環境の改善に取り組む地域団体を募集里山環境の改善に取り組む地域団体を募集

市と地域が連携して、伐採作業は市が、その後の保全管理
は地域が担う「里山林の環境保全活動」に取り組む団体を募
集します（豊かな森を育てる府民税を活用）。詳しくは、次のと
おり。

【対象団体】市内の自治会か地域内の団体で、次の要件を満
たすもの。
❖里山林の所有者に了承を得ている
❖事業実施後５年間、里山保全活動を年２回以上行う（協定締
結・実施報告などの提出が必要）

【対象の里山林】❖多くの住民の住環境に著しく悪影響を及
ぼしている人家近くの里山林❖児童・生徒の安全な通行に支
障をきたす通学路沿いの里山林❖危険であったり有害鳥獣
が多く出没するなど地域内で数年来課題となっており、地域
住民の努力だけでは解決が困難なもの

【面積要件】１か所0.5㌶以下（１団体につき１か所）
【申し込み方法】６月30日㈮までに所定の用紙（農林課に備え
付け、市ホームページからダウンロード可）で。結果は審査の上、
９月以降に通知。
▶詳しくは、農林課（☎66・1030）へ。

狩猟免許取得・猟銃の購入を補助狩猟免許取得・猟銃の購入を補助狩猟免許取得・猟銃の購入を補助

野生鳥獣による農林業被害の減少を図るため、捕獲に必要
な「狩猟免許」の取得費用や猟銃等購入費用などの一部を補
助します。

【対象免許】わな猟免許・第一種銃猟免許・第二種銃猟免許
【補助対象経費】

❖狩猟免許の受験手数料
❖狩猟免許試験受験事前講習会の受講費用（テキスト代を含む）
❖京都府へ納める狩猟者登録申請手数料および狩猟税（免

許取得年度のみ）
❖猟銃、銃保管設備購入費（限度額あり）

【補助率】補助対象経費の３分の２（補助要件あり）
【事前に連絡を】補助対象にならない場合があるので免許申請、
銃所持許可申請の前には必ず農林課まで問い合わせを。
▶詳しくは、農林課（☎66・1030）へ。

『舞鶴のさかな』提供店が決定『舞鶴のさかな』提供店が決定『舞鶴のさかな』提供店が決定

舞鶴地方卸売市場で取り扱われた生鮮魚
介類やその料理を提供し、舞鶴の食の魅力を
発信するなどを要件に、(一社）舞鶴市水産協
会が募集していた「舞鶴のさかな提供店」の
登録店舗が決定。新規６件を加えた34店舗が登録されました。
同提供店は青いのぼりや店内に掲出されている登録証が目印。
提供店の一覧や詳細は、「舞鶴のさかな提供店マップ（市内の観光
施設などに備え付け）」か同協会ホームページ（http://www.eonet.

ne.jp/~maizuru-sakana/index.html）に掲載。
▶詳しくは、水産課（☎66・1020）へ。

人間ドック・脳ドック受診費用を助成人間ドック・脳ドック受診費用を助成人間ドック・脳ドック受診費用を助成

　市の国民健康保険の加入者で30歳以上（脳ドックは40歳
以上）で入院・妊娠しておらず、保険料を滞納していない人
と、市内在住の後期高齢者医療制度の加入者を対象に人間
ドック、脳ドック受診費用を助成します。詳しくは次のとおり。

【自己負担額】
▪市内医療機関

❖人間ドック（12,960円）❖脳ドック（12,960円）
❖人間ドック＋脳ドック（24,680円）
※追加で骨密度測定、肝炎ウイルス検査（B型・C型）も

受診可（各610円）

▪明治国際医療大附属病院（南丹市）
❖人間ドック（10,814円）
❖人間ドック＋脳ドック（19,307円）

【受診期間】来年３月31日㈯までに指定の医療機関で
【その他】人間ドックを利用の場合は（特定）健康診査（無
料）は受診不可

【申し込み方法】５月15日㈪～７月31日㈪までに保険証と印
鑑を持って、保険医療課か西支所保健福祉係へ。
▶詳しくは、同課（☎66・1003）か同係（☎77・2253）
へ。

事前登録型本人通知制度を改正事前登録型本人通知制度を改正事前登録型本人通知制度を改正

「事前登録型本人通知制度」をさらに利用しやすい制度と
するため、郵送による登録の申請ができるようになりました。
同制度は、事前に登録することで、戸籍謄本や住民票の写し
などを第三者や本人の代理人などに交付した場合、その交付
した事実を登録者本人に通知する制度。戸籍謄本などの不正
取得の早期発見や委任状の偽造などによる不正請求の抑止
につながる効果が期待されます。

【受け付け窓口】❖市民課 ❖西支所市民・年金係 ❖加佐分室 
❖各市民交流センター
▶詳しくは、市民課（☎66・1002）か西支所市民・年金係（☎
77・2252）へ。

17 162017-5 MAIZURU17 2017-5MAIZURU


